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　老齢基礎年金は最低25年間（受給資格期間の合算）保険料を納めなければ受給することができませ

ん。

ムダにしていませんか？あなたの保険料！
　国民年金は20歳から60歳まで加入します。老齢基礎年金を受け取るためには、原則25年（300カ

月）の加入期間が必要です。10年、20年保険料を納めていても、25年の加入期間を満たさない場合は、

老齢基礎年金を受け取ることができません。60歳までの間に、25年の受給資格期間を満たせないかた

や40年の納付がなく年金額が満額にならないかたは、60歳以降も国民年金に任意加入することができ

ます。（保険料はその年度で定められている金額です）

　老齢基礎年金は保険料納付済期間が40年あってはじめて満額支給されます。

　40年間保険料を納め続けると、65歳から月に64,400円（年金額は平成26年度）の基礎年金が受けら

れます。

■お問い合わせ先　役場住民課お客さま窓口係　（℡32-2422･2500）

保険料納付を忘れずに・・・納めて安心国民年金

あなたは年金を将来、受けられますか？れこれあ金年

守れていますか？交通ルールのキホン

　和寒の幼児や児童生徒の生活圏には国道を中心とした幹線となる道路が多く、通学や遊びの上での

危険がいっぱいです。

　とくに集団でいるときなどついふざけてしまったことで大事故につながることもあります。交通量

が多い場所はもちろんのこと、交通量が少ない場所であっても危険に備えられるようにあらためてし

っかりと交通ルールを確認しましょう。

　

　■歩道のある所では正しく歩道を歩きましょう。

　■道路を横断するときは左右を確かめてからわたりましょう。

　■自転車に乗る時はブレーキがきちんと効いているかをたしかめましょう。

　　また夜間はライトをつけなるべく明るい道路を通りましょう。

　■用水路、線路など危険な場所に行かないようにしましょう。

　危険な遊びや場所については学校と連携しながら実態に合わせ、特に「どうして危険か、どうして

いけないか」話し合ってみましょう。また子どもの生活圏のなかでの危険箇所については家庭でしっ

かりと確認しておくようにしましょう。

◆「家庭教育のてびき」より

育教庭家のらかれこ

受給するために必要な期間（受給資格期間）は、

　① 国民年金保険料納付済期間

　② 免除期間

　③ 合算対象期間

　④ 厚生年金保険加入期間　　　　　　　※①～⑧を合算して

　⑤ 共済組合の組合員期間　　　　　　　　　　２５年以上です。

　⑥ 第３号被保険者期間

　⑦ 学生納付特例期間

　⑧ 若年者納付猶予期間

（ただし、③・⑦・⑧は受給資格期間を満たしているかどうかをみるときは計算され

ますが、年金額を計算するときには含まれません。）
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